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移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想
に関する住民提案制度の事例



住民提案制度とは
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○ 本資料は、バリアフリー法※に基づく移動等円滑化促進方針（マスタープラン）及び基本構想の住
民提案制度に関する事例について紹介するものです。

○ バリアフリー法に基づく住民提案制度は、自治体がマスタープラン又は基本構想を作成していない
場合や、作成済みであってもそれを見直してほしい場合に、住民、NPO法人、公共交通事業者などの
みなさまが、自治体に対して、マスタープランや基本構想の作成・変更を提案できる制度です。

○ 住民提案制度においては、提案を行う住民などのみなさまと自治体が協力して検討を進めることが
重要です。どのように提案を行えばよいか分からない場合は、まずは自治体に対して事前に相談を行う
ことが考えられます。その上で自治体と協力して、まち歩き点検や勉強会などを行うことを通じて、提
案の内容を検討していくことが有効です。

○ 住民などのみなさまにおかれては、本資料に掲載されている事例を参考にしていただきながら、住
民提案制度の活用について積極的に検討いただけますと幸いです。

※ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）

○ 住民提案制度のチラシ
「あなたのまちのバリアフリー化
について、お困りのことはありま
せんか？」

＜概要＞
住民提案制度の目的や概
要について、マスタープラン及
び基本構想の概要とともに分
かりやすく示しています。

○ 移動等円滑化促進方針・バ
リアフリー基本構想作成に関する
ガイドライン

＜概要＞
自治体がマスタープラン及び基
本構想の作成・変更をする場合
に参照できるように、その具体的
な手順や方法等について示して
います。

その他の
参考資料



住民提案制度の実績（令和７年10月時点）
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提案への対応提案者提案時期地区名自治体名提案対象

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体令和４年度
つくば駅周辺地区
研究学園駅周辺地区
大曾根・筑穂地区

茨城県つくば市マスター
プラン

対応検討中施設設置管理者等令和４年度-奈良県葛城市

対応検討中注1高齢者、障害者等の利用者個人平成19年度-宮城県名取市

基本構想

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体平成19年度土浦駅周辺地区茨城県土浦市

作成・変更することを公表
高齢者、障害者等の利用者個人
高齢者、障害者等による団体

平成20年度我孫子地区千葉県我孫子市

対応検討中町議会議員令和４年度酒々井町下岩橋千葉県酒々井町

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体平成20年上総一ノ宮駅周辺千葉県一宮町

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体平成23年度飛田給駅周辺地区東京都調布市

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体平成30年度
羽沢横浜国大駅周辺地区

踊場駅周辺地区
神奈川県横浜市

作成・変更しないことを公表注2提案された重点整備地区の近傍に在住の市民１名令和３年度幸区役所周辺地区神奈川県川崎市

作成・変更することを公表バリアフリー化を推進する団体平成23年度
上野原駅周辺地区
四方津駅周辺地区

山梨県上野原市

作成・変更することを公表
施設設置管理者等
高齢者、障害者等の利用者個人
高齢者、障害者等による団体

平成29年～30年茅野駅周辺地区長野県茅野市

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体令和３年度瑞穂公園陸上競技場地区愛知県名古屋市

作成・変更することを公表市民令和元年度守山駅周辺地区滋賀県守山市

作成・変更しないことを公表注3駅近隣大学職員有志及び地域住民や障害者平成20年度-大阪府大阪市

作成・変更することを公表ＮＰＯ法人平成29年度上牧町役場周辺奈良県上牧町

作成・変更することを公表高齢者、障害者等による団体平成19年
唐津駅周辺地区
東唐津駅周辺地区

佐賀県唐津市

対応検討中施設設置管理者等令和４年度-岡山県和気町
両方

対応検討中高齢者、障害者等による団体令和３年度-福岡県直方市

注１：平成19年に市内の障がい者団体の代表から住民提案を受けたところではあるが、提案者本人が転出してしまい連絡が取れない状況となっている。また、提案受付から既に16年が経過していることから詳細な内容を確認することができない状況である。
注２：提案内容は、本市のめざす都市構造と方向性が一致しないため、提案内容をそのまま実現することはできないが、隣接する他の基本構想の重点整備地区を拡充することで提案の一部を受け入れた。また、この方向性については協議会及び提案者本人の了承を得ている。
注３：提案を受けた内容が個別駅の改修にかかる内容がほとんどであったため、基本構想策定によるバリアフリーの推進ではなく、鉄道事業者との個別協議による課題解決を図ることとなったため。

○ これまで19自治体が住民提案を受け、うち12自治体で基本構想等の作成・変更が行われています。

（出典）国土交通省調査より作成



茨城県土浦市の事例（土浦市バリアフリー基本構想）

【提案書より抜粋
(提案内容を原文のまま抜粋)】

（１）土浦市における一つ目の基本構想策定は、高
齢者・障がい者がよく利用し、観光客も多い土浦
駅周辺～土浦港、ショッピングモール505～亀城
公園までを一体的に整備するものであること。

（２）「基本構想策定・推進」は、企画から現場の調
査、施工、事後評価に至るまで高齢者・障がい者
等当事者が深く関与できる参画の仕組みをつくるこ
と。

（３）ユーザーエキスパート（※）や、参加したい人す
べてが参加できる公募の仕組みをつくること。
※ 自分自身や近親者が障がいを持っている等の理由で
バリアフリーに詳しい方

＜全体の流れ＞

■基本構想の検討
・まち歩き点検やワークショップなどを行い、
まちの課題や障害当事者等の意見を把握
・基本構想を作成するため、学識経験者や関係
団体、事業者等によって構成される協議会を
開催。提案団体もオブザーバーとして参加

■基本構想の策定

平成19年
7月

平成21年
3月

※ 土浦市バリアフリー基本構想：https://www.city.tsuchiura.lg.jp/shisei/shinokeikaku/kankyo-kotsu-machizukuri/page001980.html

土浦市も参加した勉強会

平成20年
9月
～

平成21年
3月

概要・ポイント

○ 市民団体が基本構想の作成に関する住民提案を行った事例です。
○ 住民提案を行う前に、自治体（土浦市）と協働して、電車・バスの乗車点検、シンポジウム、勉強
会などを行っています。また、提出された基本構想の素案は、簡素なものとなっています。

提案内容（素案）

■住民提案（素案提出）
・自治体と協働して、事前
に電車・バスの乗車点検、
シンポジウム、勉強会な
どを行った上で、基本構
想の素案を提出

※提案団体が中心

※自治体が中心
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（参考）茨城県土浦市に提出された実際の提案書

4※ 氏名や住所等の個人情報について黒塗りしている。



神奈川県横浜市の事例（羽沢横浜国立駅周辺地区バリアフリー基本構想）

【提案書より抜粋 (提案内容の項目を整理)】

・ 対象地区の位置及び特性
・ 提案の理由と目的
・ 生活関連施設の選定
・ 生活関連経路の設定
・ 重点整備地区の範囲の設定
・ 地区の課題と対応策の整理
・ その他事項

※ 上記の項目は、横浜市が公表している「横浜市バリアフ
リー基本構想作成等の提案の手引き」（令和６年４
月）において、素案に明記すべき事項として挙げられてい
るものになります。

※ 実際の提案書は、項目ごとに詳細な内容が記載されて
います。

＜全体の流れ＞

■基本構想の検討
・まち歩き点検やワークショップなどを行い、
まちの課題や障害当事者等の意見を把握
・基本構想を作成するため、学識経験者や関係
団体、事業者等によって構成される協議会
（地区部会）を開催。提案団体もオブザー
バーとして参加

■基本構想の策定

平成31年
2月

令和4年
5月

※ 羽沢横浜国立駅周辺地区バリアフリー基本構想：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/jigyo_kikaku/barrier-free/kososakutei/hazawa.html

令和元年
6月
～

令和4年
5月

概要・ポイント

○ 町内会（地域ケアプラザ※、大学が協力）が基本構想の作成に関する住民提案を行った事例です。
○ 住民提案を行う前に、まち歩き点検や勉強会などを行っています。また、自治体（横浜市）による
出前講座も行なわれています。また、提出された基本構想の素案は、自治体が示す手引きに沿って作成
され、詳細なものとなっています。

提案内容（素案）
■住民提案（素案提出）
・新駅の開業をきっかけとして、町内会、地域
ケアプラザ、大学が協力して、まち歩き点検、
勉強会などを行った上で、横浜市が示す手引
きに沿って基本構想の素案を提出

※自治体が中心

※ 高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、身近な福祉・保健の拠点としてさまざまな取組を行っている、横浜市独自の施設

※提案団体が中心
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（参考）神奈川県横浜市が作成している住民提案の手引き

※ 横浜市ホームページ：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/doro/jigyo_kikaku/barrier-free/teianseido.html 6



奈良県上牧町の事例（上牧町バリアフリー基本構想）

【提案書より抜粋 (提案内容の項目を整理)】

・ 重点整備地区（地図上に範囲を図示等）
・ 重点整備地区の選定理由
・ 基本構想の４つの基本目標
・ 基本構想の目標年次
・ 公共交通特定事業の内容
→ 鉄道、バス、道路（歩道）に関する事業

・ 交通安全特定事業の内容
→ 信号機、路上駐車等に関する事業

・ その他の事業の内容
→ 駅前広場やタクシーに関する事業

※ 実際の提案書は、項目ごとに詳細な内容が記載されて
います。

＜全体の流れ＞

■基本構想の検討
・町民主体のワーキングにおいて、町内点検や
ワークショップなどを行い、まちの課題や障
害当事者等の意見を把握
・基本構想を作成するため、自治体主体の学識
経験者や関係団体、事業者等によって構成さ
れる協議会を開催

■基本構想の策定

平成29年
2月

平成30年
3月

※ 上牧町バリアフリー基本構想：https://www.town.kanmaki.nara.jp/soshiki/kensetsu/gyomu/seisaku_keikaku/803.html

平成29年
9月
～

平成30年
2月

概要・ポイント

○ 住民で組織されたNPO法人が基本構想の作成に関する住民提案を行った事例です。
○ 住民提案を行う前に、バリアフリーニーズに関するアンケート調査、シンポジウム、ワークショッ
プを行っています。また、提出された基本構想の素案は、全８ページにわたるものとなっており、基本
構想の目標のほか、重点整備地区の範囲や特定事業の内容等について提案されています。

提案内容（素案）

■住民提案（素案提出）
・バリアフリーニーズに関するアンケート調査、
シンポジウム、ワークショップを行った上で、
基本構想の素案を提出

※住民等が中心

※住民等と自治体が協働
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■住民提案（素案提出）
・ＪＲ四方津駅周辺整備推進協議会が基本構想
の素案を提出

山梨県上野原市の事例（上野原市バリアフリー基本構想）

【提案書より抜粋 (提案内容の項目を整理)】

・対象地区の概要

・特定旅客施設と重点整備地区の概況

・基本目標、事業の概要

＜全体の流れ＞

■基本構想の検討
・まち歩き点検やワークショップなどを行い、
まちの課題や障害当事者等の意見を把握
・基本構想を作成するため、自治体主体の学識
経験者や関係団体、事業者等によって構成さ
れる協議会を開催

■基本構想の策定

平成21年

平成27年
3月

※ 上野原市バリアフリー基本構想：https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/2402.html

平成25年
10月
～

平成27年
2月

概要・ポイント

○ 住民から自治体（上野原市）に対して、バリアフリー化に向けた嘆願書（たんがんしょ）が提出さ
れたことをきっかけに基本構想が作成された事例です。
○ 嘆願書が提出された後、駅周辺整備推進協議会から自治体へ素案が提出されました。その後、自治
体が立ち上げた協議会を中心にまち歩き点検などが行われ、基本構想が作成されました。

提案内容（素案）
■嘆願書の提出
・住民がバリアフリー化に向けた嘆願書（住民

7,823人の署名）を提出

※住民等が中心

※住民等と自治体が協働
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平成23年

※住民等と自治体が協働

四方津駅周辺のバリアフリー化のイメージ



（参考）バリアフリー法における住民提案制度の関係条文
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■ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）（抄）

（移動等円滑化促進方針の作成等の提案） → 移動等円滑化促進方針（マスタープラン）の提案制度

第２４条の５ 次に掲げる者は、市町村に対して、移動等円滑化促進方針の作成又は変更をすることを提案すること
ができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る移動等円滑化促進方針の素案を作成して、これ
を提示しなければならない。

一 施設設置管理者その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の管理者

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を
有する者

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき移動等円滑化促進方針の作成又は変更をするか否か
について、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、移動等円滑化促進方針の
作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

（基本構想の作成等の提案） → 基本構想の提案制度

第２７条 次に掲げる者は、市町村に対して、基本構想の作成又は変更をすることを提案することができる。この場
合においては、基本方針に即して、当該提案に係る基本構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

一 施設設置管理者、公安委員会その他基本構想に定めようとする特定事業その他の事業を実施しようとする者

二 高齢者、障害者等その他の生活関連施設又は生活関連経路を構成する一般交通用施設の利用に関し利害関係を
有する者

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき基本構想の作成又は変更をするか否かについて、遅
滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、基本構想の作成又は変更をしないこと
とするときは、その理由を明らかにしなければならない。


